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１.対象機器について①（第一種特定製品）

➢ 「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器（エアコンディショナー）及び冷凍冷蔵機器
であって、冷媒としてフロン類が使われているものをいいます。（第二種特定製品を除く。）

➢ 「業務用」とは、製造メーカが業務用として製造・輸入している機器です。使用目的が業
務用であっても、製造メーカが家庭用として販売している場合がありますので、事前に製
造メーカにお問い合わせ下さい。

カーエアコン
（荷台を除く）

家庭用冷蔵庫

家庭用ルームエアコン

第二種特定製品 家庭用製品

※以下の製品は第一種特定製品には含まれません。

自然冷媒（ＣＯ２、アンモニア、
空気、水等）の冷凍・冷蔵機器

冷媒がフロン類でない製品

業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）

業務用空調機器 冷凍冷蔵ショーケース 等
定置型冷凍
冷蔵ユニット ターボ式冷凍機 輸送用冷凍冷蔵機
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１.対象機器について②（第一種特定製品の見分け方）

平成14(2002)年4月以降に出荷された製品のうち、フロン排出抑
制法対象製品には、「第一種特定製品」と銘板に明記されている。
平成14年4月より前に出荷された製品や、銘板が見えない製品、

よくわからない製品等不明なものは、機器メーカに確認。

「第一種特定製品」

ルーム
エアコン
ディショナ

➢ 「業務用」か「家庭用」かは、使用用途ではなく、機器そのものが
「業務用」か「家庭用」かで決まる。

銘板を
確認

4



１.対象機器について③（エアコンか冷凍冷蔵か）

分 類 考え方

エアコンディショナー 対象とする「空間」の空気の温度、湿度、流量、洗浄度等を調整するため
の機器（労働環境の維持や居住空間の快適性のための「保健空間（対人空
調）」と、物品の品質管理・保持や動植物の生育環境の維持等を目的とし
て当該物品・動植物が存在する空間の空気を調整する「産業空調」が含ま
れる）

冷凍冷蔵機器 物品の冷却、凍結、乾燥等の品質管理･保持等を目的として、対象となる
「物品」の温度・湿度等を調整するための機器

●大別すると
 「エアコン」・・・・・・「人、生き物」を対象
 「冷凍冷蔵」・・・・・・「物」を対象

●ただし、「物」を対象であっても「対象となる物そのものの温度ではなく
その空間の温度等を調整」している場合・・・・・・・・「エアコン」
「物そのものの温度等を調整」している場合・・・・・「冷凍冷蔵」

★例★
●エアコン：「電算室・クリーンルーム・ビニールハウス・植物工場の空調」、

「動物園の動物部屋の空調」等
●冷凍冷蔵：「水槽の水の温度管理」、「お花屋さんの生花のケース」等
●チラー ：「水」を冷やしているが、その対象物が「何か」によって、「エアコン」

か「冷凍冷蔵」かを判断する。
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２.管理者とは①

原則、フロン類使用製品の所有者が管理者となる。

➢ リースやレンタル等の場合
リース:使用者、レンタル:所有者（レンタル会社）、
割賦販売：使用者

➢ テナントの場合
建物に据え付けてある機器 ：建物の所有者
テナントに所有権がある機器：テナント（使用者）

➢ 機器等を共同所有している場合
共同所有者間で、話し合いで管理者を1者に決める。

➢ ビル管理会社等が所有者から保守・修繕等の管理業務を委託されてい
る場合所有者が管理者となり、ビル管理会社等は管理者にならない。

➢ 地方公共団体の場合
知事部局と異なる組織は、それぞれが管理者となる。
地方公営企業、警察組織（警視庁、都道府県警察）、学校（教育委
員会）、組合、収用委員会

〔原則の考え方〕
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2. 管理者とは➁ 参考例 東京都組織：知事部局 管理者
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東京都では約3万台の第一種特定製品を
保有 → RAMsの活用

機器の所在地
管理者へ漏洩量を報告する

管理者 → 集計義務
算定漏洩量の計算を行う

1000CO2tを超えれば国に報告する。



機器の管理者から、フロン類が充塡されていないことの確認を求め
られた場合、以下の基準等で対応してください。
① 確認作業の基準

➢ フロン類の回収に関する基準以下まで吸引してもフロン類が回収されなかっ
たこと。

➢ 確認作業は、都道府県に登録された第一種フロン類充塡回収業者が行なう。

➢ 確認後に交付する確認証明書は、機器の廃棄者及び充塡回収業者双方が書面
又はその写しを保存しなければなりません。（交付後3年間）

② 確認証明書の記録事項
➢ 機器の廃棄者の氏名（名称）、住所
➢ 確認を行った機器の種類と台数
➢ 確認した機器が確認前にあった場所（所在）
➢ 確認を行た充塡回収業者の氏名（名称）、住所、登録番号
➢ 確認証明書の交付年月日
➢ 確認を行った日

フロン類の圧力区分 圧力※ ゲージ圧力
（参考）

低圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa未満のもの） 0.03MPa －0.07MPa
高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、

フロン類の充塡量が2㎏未満のもの）
0.1MPa 0 MPa

高圧ガス（常用の温度での圧力が0.3MPa以上2MPa未満であって、

フロン類の充塡量が2㎏以上のもの）
0.09MPa －0.01MPa

高圧ガス（常用の温度での圧力が2MPa以上のもの） 0.1MPa 0 MPa

回
収
に
関
す
る
基
準

（※上表に掲げるフロン類の圧力区分に応じ吸引すること。）

2004

３.確認証明書について
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４.フロン回収時の引取証明書と回収証明書の相異

設置時 整備時 廃棄時

〔充塡証明書・回収証明書の交付〕 〔行程管理票（引取証明書）
の交付〕

〔算定漏えい量報告〕
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５.２０３５年 フロン使用見通し

出典：日冷工微燃性（A2L）冷媒を使用したビル用マルチエアコ
ンを安全にご使用いただくために



特定不活性ガス

●回収装置
① 構造上の規制（静電気除去、換気機能、冷却ファン常時稼働、警戒標及び
表示等）

② 使用上の注意（日常点検、40℃以上で使用しない。風通しのよい場所で使
用。火気近くでは使用しない。消火設備の用意。ガス漏えい検知警報設備の
設置（着脱容器45ℓ以下の場合は除く）。雨等で濡らさない等）

●移動
① イエローカードを運転者に交付し、移動中は携帯させる。
② 消火設備、災害防止のための応急措置に必要な資材・
工具を携帯。

（容器内容積25ℓ以下、かつ、積載容器の内容積の合計が
50ℓ以下は除く。但し、イエローカードについては、
さらに災害防止のための注意事項を示したラベルが容器に
貼付されていることが必要。）

●貯蔵
① 容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設ける。
② 容器置き場の周囲2m以内において火気を使用しない。かつ、引火性・発火
性の物を置かない。（遮断措置を講じた場合や貯蔵する高圧ガスが3㌧未満
の容器置場には適用しない）

（イエローカード）

1808

６.低GWP冷媒の採用 特定不活性ガスについて
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７．定期点検における常時監視システムの導入可能性について①

出典元：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小
委員会 フロン類対策サーキンググループ 第一回
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７．定期点検における常時監視システムの導入可能性について②

出典元：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小
委員会 フロン類対策サーキンググループ 第一回
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７．定期点検における常時監視システムの導入可能性について③

出典元：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小
委員会 フロン類対策サーキンググループ 第一回
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７．定期点検における常時監視システムの導入可能性について④

出典元：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小
委員会 フロン類対策サーキンググループ 第一回
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７．定期点検における常時監視システムの導入可能性について⑤

出典元：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小
委員会 フロン類対策サーキンググループ 第一回



８.日本冷凍空調設備工業連合会
構成団体 フロン法関連
アンケート調査結果

• 2025年8月

• 対象 ： 設備業 315社
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機器施工時の漏洩防止（気密試験）について
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機器設置時の気密試験を実施して

いますか？ 実施している

実施していない

その他
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８．日設連 フロン法関連アンケートについて①
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繰り返し充塡をしますか？

56%

38%

6%

繰り返し充塡の理由

修理箇所が特定できない

特定できたが着手出来ない

その他

修理をしない繰り返し充塡について

19

11%

8%

64%

17%

修理箇所が特定できない理由

忙しい

管理者との調整が取れな

い
修理困難部からの漏洩

その他

８．日設連 フロン法関連アンケートについて②
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20

PPM単位で表示される漏洩

検知器を持っていますか？
YES NO

漏えい個所の特定について

８．日設連 フロン法関連アンケートについて③
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漏洩箇所と原因について
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８．日設連 フロン法関連アンケートについて④
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９.高圧ガスの販売届について



１０.フロン法施行状況（R5年度）①

第一種フロン類充填回収業者登録の推移

23

◆フロン類の回収は「第一種フロン類回収業者」が行ってきたが、H25年法改

正により、充塡行為を適正なものとするため、都道府県への登録が必要とな
り、「第一種フロン類充塡回収業者」と名称が変更。

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行状況調査報告書（令和5年度実績）

2307

（令和6年4月1日現在）
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北海道 786 東   京 4,736 滋   賀 1,274 香   川 598
青   森 476 神奈川 3,452 京   都 1,593 愛   媛 597
岩   手 589 新   潟 841 大   阪 2,540 高   知 383
宮   城 890 富   山 450 兵   庫 2,016 福   岡 1,419
秋   田 450 石   川 550 奈   良 1,095 佐   賀 634
山   形 592 福   井 543 和歌山 873 長   崎 498
福   島 936 山   梨 821 鳥   取 404 熊   本 691
茨   城 2,110 長   野 960 島   根 452 大   分 657
栃   木 1,520 岐   阜 1,174 岡   山 871 宮   崎 571
群   馬 1,514 静   岡 1,771 広   島 906 鹿児島 672
埼   玉 3,434 愛   知 2,225 山   口 768 沖   縄 430
千   葉 3,014 三   重 1,248 徳   島 461 合　計 55,485

〔第一種フロン類充填回収業者登録事業所数（都道府県別）〕

（令和6年4月1日現在）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行状況調査報告書（令和5年度実績）

１０.フロン法施行状況（R5年度） ②
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立入検査件数

2307

１０.フロン法施行状況（R5年度）③

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行状況調査報告書（令和5年度実績）
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◆第一種特定製品管理者及び第一種フロン類充塡回収業者に対する法に基づく
指導・助言は、都道府県による指導・監督の強化により近年増加している。

令和５年度に実施したフロン排出抑制法に基づく指導・助言の実施状況（単位：件）

2307

１０.フロン法施行状況（R5年度）④

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行状況調査報告書（令和5年度実績）



１０.フロン法施行状況（R5年度）⑤〔都道府県別、立入・指導等状

況〕
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１０.フロン法施行状況（R5年度）⑥〔都道府県別、立入・指導等状

況〕
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立入検査 指導･助言 勧告 命令 報告･徴収

東京都 81 9 0 0 9

立入検査 指導･助言 勧告 命令 報告･徴収

東京都 62 0 0 0 0

立入検査 指導･助言 勧告 命令 報告･徴収

東京都 596 0

〔第一種特定製品管理者〕

〔第一種特定製品廃棄等実施者〕

〔特定解体工事元請業者（解体現場〕

１０.フロン法施行状況（R5年度）⑦〔東京都の状況〕

〔第一種フロン類充塡回収業者〕

立入検査 指導･助言 勧告 命令 報告･徴収

東京都 62 0 0 0 0



○ メーカ指定冷媒等以外への入れ替えの禁
止

➢ 第一種フロン類充塡回収事業者の充塡の基準と
して①充塡するものが法律に基づき機器に表示
された冷媒に適合していること、又は②当該冷
媒よりも温暖化係数が低いもので当該製品に使
用して安全上支障がないものであることを当該
製品の製造業者等に確認することが定められま
す。

➢ 環境省・経産省の指示により冷媒入れ替えが必
要として冷媒を販売する事業者に注意してくだ
さい。

➢ 業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者に対し、冷
媒フロン類の漏えい防止等の管理の適正化等を
求めていますが、これは現在使用されているエ
アーコンディショナーに冷媒として充填されて
いるフロン類を、フロン類以外のものに入れ替
える、又は当該機器を取り替えるように規制す
るものではありません。

※ 環境省、経済産業省からの注意喚起

１１.冷媒の入れ替えの禁止
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ご清聴ありがとうございました。
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